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第１０回小金井市男女平等推進審議会 

平成２５年３月７日（木） 

 

 

 

【井上会長】  第１０回男女平等推進審議会を始めさせていただきます。 

 本日は、原委員と中澤委員がご欠席ですけれども、定足数に足りており、成立していま

す。 

 本日、傍聴者の方がいらっしゃいます。傍聴席に傍聴者意見用紙がございますので、ご

意見があるときにはその用紙にご記入してご提出ください。いただいたご意見は、会長判

断によって、審議会の参考にさせていただいたり、必要があれば委員にコピーして配るこ

ともありますので、ご了承ください。 

 まずに、資料１の小金井市第４次男女共同参画行動計画（素案）に対する意見及び検討

結果についての確認です。既に前回の審議会で検討して確定し、市報３月１日号とホーム

ページで公表されております。何か皆様からご意見はありますでしょうか。 

 次に、資料２の第４次男女共同参画行動計画（案）について（答申）（写）の確認で

す。これは、本日、市長にお渡しするものです。何かご意見はありますでしょうか。 

 続きまして、資料３の平成２５年４月１日付け組織改正について（お知らせ）と（参考

資料）が２点配布されておりますので、その点に関して天野部長からご説明をいただきた

いと思います。 

 このほかの資料を確認させていただきます。 

 １つは、先回の審議会で出された傍聴者意見用紙です。会議終了後回収しますと書いて

ありますが、先回は委員の方々にお配りするということを当日の傍聴者に事前に諮ってい

なかったので、会長判断でとりあえず本日会議終了後回収するという扱いにさせていただ

きます。 

 それから、資料３の一番最後を見ていただきますと、ここの審議会の５人のメンバーが

連名で、組織改正に関して意見書を提出しました。次に、組織改正に関して、私と佐藤副

会長の名前での「お願い」という文書のコピーをお配りしていると思います。もう少しき

ちんとした説明を市からいただいて、気持ちよく今後の市行政を進めていけるといいとい

う意味でお願いしました。それに対する資料というのが、財政改革大綱（抜粋）などの資
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料になるのでしょうか。 

 とりあえずこれらを見ながらということで、よろしくお願いします。 

【企画財政部長】  それでは、組織改正につきましてお話をさせていただきますので、

しばらくお時間をいただきたいと思います。 

 事前に幾つかのご質問をいただいておりますので、あわせてお話をさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに、資料３の議案第１号というものをご覧になっていただきたいのです

が、これが組織改正に係る予算の関係の資料でございます。これの１３ページをご覧にな

っていただきたいのですけれども、平成２５年４月組織改正ということで、市議会の結果

を経て、市としては当初幾つか今回組織改正を考えてございまして、３つございました。

１番、市民協働・男女共同参画に係る組織改正、これを除く２件の組織改正を行うことに

結果的になってございます。内容は、障害福祉課の名称変更が１件、再開発課のまちづく

り推進課への統合が１件ということであります。それで、前回の審議会でご説明いたしま

した市民協働・男女共同参画に係る組織改正は行わないということであります。 

 今回の改正における手続についてご説明したいと思います。 

 １枚おめくりいただきまして、議案第１２号をご覧いただきたいと思います。内容につ

きましては、さらに１枚おめくりいただきまして、Ａ４横の紙があります。新旧対照表と

なってございまして、右側が現行でございまして、左側が改正後という形で提案してござ

いました。組織改正につきましては議会の議決が必要な内容と、市が規則等で定めて行う

ものがあります。部をまたぐ事務の移管については議決が必要となりますので、今回ご提

案した男女共同参画の事務を企画財政部から市民部へ移管する件につきましては議決が必

要な部分となります。 

 １枚おめくりいただきますと、議案第１２号資料２でございます。こちらは議決が不要

である規則で定める部分でありますが、企画財政部企画政策課の係から、市民部コミュニ

ティ文化課の係へ移管する内容となってございます。 

 今回の男女共同参画に関する組織改正については、手続として、小金井市組織条例を改

正する必要があり、議会での議決により成立するものであります。したがいまして、前回

の審議会でご説明させていただいたのは、決まったということではなく、組織改正で市が

考えていることをご理解いただくための説明ということでありました。そういった意味に

おいて、私の説明が不足し、誤解が生じたことにつきましては、大変申しわけないという



 - 3 - 

ふうに思っているところであります。 

 そして、議会へこの組織改正条例の提案後、市民の方々や関係者の方々からご意見をい

ただきました。ご紹介いたしますと、まず、資料の最後、２月４日付けでいただきまし

て、男女平等推進審議会委員５名の方からいただいた意見書であります。それから、議会

のほうに陳情書では２件、要望書も２件いただいております。詳細につきましては後ほど

ご覧になっていただきたいと思うのですけれども、このように市民の方々、それから、関

係者の方々からご意見等をいただき、議会におきましても慎重に審議をいただき、なお、

十分な説明が関係の皆様に対しても必要とのご意見をいただいたところであります。その

結果、審議未了により廃案ということであります。したがいまして、今回の男女共同参画

における組織改正は行わないということであります。 

 それから、男女平等推進審議会委員の５名の方から、審議会をないがしろにするのかと

いったご意見をいただいたところでありますが、これまで同様、感謝するものであり、な

いがしろにするということは毛頭なく、小金井市の審議会の皆さんは財産というふうに私

どもは考えているところでございます。今回の組織改正は、男女共同参画のさらなる推進

というものが目的であり、今回の行動計画においても十分対応し、充実できるというふう

に私どもは考えておりました。また、計画策定について真摯に取り組んでいただいたこと

には大変感謝申し上げるものであります。 

 それから、ご質問があったところでは、関係団体等への説明ということでありますが、

アポイントをとって、こがねい女性ネットワークの運営委員の方々や、男女共同参画室の

事業などに深くかかわっていただいた方々などを中心にご説明させていただいたところで

あります。 

 それから、ご質問にありました室と係についてでありますが、どちらも課の下につく組

織であり、どちらが格下げということではなく、組織規則で定める範囲であるということ

であります。 

 それから、議会での関係ですけれども、今回の平成２５年第１回定例会において、漢人

議員の一般質問においてご質問をいただいておりますのでご説明いたします。一般質問

で、公契約条例と入札制度における総合評価の項目に、男女共同参画の視点について、な

ぜ行動計画に記載がないのかといったご質問をいただいたところであります。ちなみに公

契約条例というのは、一般論でございますが、市町村が発注する工事や業務委託の契約の

方針等を定め、その契約に従事する者の賃金等の労働条件について、特に自治体が条例に
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より義務づけるというもので、安全かつ良質な事務及び事業の確保を図ることを目的に制

定している自治体が幾つかあるところでございます。それから、総合評価方式とは、市の

契約の入札制度の１つで、通常の入札では最も低い価格で入札した事業者を落札者としま

すが、この制度を適用する入札では、価格のほか、事業者の技術力を評価し、落札者を決

定する方法であります。平成２２年度より執行しており、現在は企業の技術力及び企業の

信頼性、社会性に関する評価点の合計を技術点としています。男女共同参画の視点につき

ましては、地域貢献度として、正規職員の男女の雇用状況で女性比率３０％以上だと評価

点が加算されるという内容であります。（参考資料）の第３次行財政改革大綱（抜粋）を

めくっていただいて、№５０公契約条例の制定ということで、行財政改革大綱にも記載さ

れているところでございます。その実施概要のところに、男女共同参画の視点の記載もあ

ります。しかしながら、まだ制定については行われておりません。さまざまな課題につい

て現在検討している状況であります。こういったようなことが議会で議論され、行動計画

にというお話がございます。 

 なお、総合評価方式については、先ほどご説明したとおりで、取り組んでいるところで

ございます。 

 なお、議員からは、行動計画へ記載することについてもというようなご意見をいただい

たところでございますが、先ほどご紹介がありましたとおり、第４次男女共同参画行動計

画（案）のほうが最終段階にあるということから、計画へ掲載することについては、事務

手続上からも難しいということは考えておりました。市議会ではそのようなお話があった

ことを皆さんにお伝えし、今後、計画の検証、改革において、男女共同参画の視点から、

今ご説明した２つについてはチェックしていくという旨を議会でお話ししたところであり

ます。 

 簡単でございますが、以上で説明を終わります。 

【井上会長】  ありがとうございました。公契約条例と入札制度に関しては、３月１日

付けで、私と佐藤副会長で提出させていただきました「お願い」の３枚目のところ、要望

書ということで質問させていただいたところです。今のご説明に関して何かご意見、ご質

問がありましたらお願いいたします。 

【新井委員】  今の市の説明としては、できれば公契約条例と入札制度を今回の行動計

画（案）に入れたほうがいいと思っておられるようなニュアンスとして伺ったんですが、

ノーであれば、ノーと後で言ってください。審議会としては、行動計画（案）にできれば
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入れたほうがいいという感覚で皆さんがいるとすれば、提出期限を延ばして、検討して入

れるようにしたらいいのではないかというふうに強く提案します。いかがでしょうか。 

【井上会長】  今のご意見は、公契約条例、入札制度における総合評価が重要な項目で

あるから、本日、行動計画（案）を提出するのではなく、改めて提出するほうがいいので

はないかということですね。 

【新井委員】  そうです。もし、仮に第４次行動計画を今年の４月から適用ということ

を想定しているのであれば、その間ブランクの期間は、第３次行動計画を適用しておけば

いいだろうと思います。 

【企画財政部長】  事務的なお話をまずさせていただきたいと思うのですけれども、今

回の行動計画の予算というものがあります。２３、２４年度で２カ年でつくるという予算

がついております。したがいまして、予算の執行できるという会計年度が３月３１日まで

です。したがって、納品される行動計画については、３月３１日までにでき上がらない

と、事務手続上、問題が生じてしまうということが１点ございます。そういった状況も踏

まえて、今後、行動計画を策定して、男女共同参画を継承していくという中で、こういっ

た２つの問題についてもあわせてチェックしていきたいということで、議会のほうでも答

弁させていただいたところであります。 

【新井委員】  今のお話によると、第４次行動計画が不備のまま適用しようということ

になるのですね。 

【井上会長】  私どもが行動計画（案）を本日提出するとしますよね。そうしたら、そ

れを市側が確定版の行動計画にしますね。その段階で盛り込むというのはできないでしょ

うか。要望書は、もしその段階で盛り込んでもらえるならばということで出しています。 

【事務局（松井）】  今回、審議会でも審議していただいたのと同時に、庁内でも検討

組織を持って検討しております。また、市民参加の１つの手法であるパブリックコメント

についてもこの状態で公表して、市民の皆様のご意見をいただいて、本日、案の確定かど

うかという運びになっていると思います。この計画は、皆さん、先頭からご確認いただい

ているとおり、この方向性について主な事業を記載するという計画になっておりますの

で、これに載らないからといって、男女共同参画に関して効果があるものを一切しないと

いう考え方のものではないというのは既にご確認いただいていると思います。本日、井上

会長と佐藤副会長からいただいている要望書の中に、１番としては、計画の中に載せてほ

しい、２番としては、計画の中に載せられなかったとしても行動計画の推進状況報告の中
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に、これに関する情報を報告してほしいというようなご提案をいただいております。市と

しては、議会で答弁しておりますけれども、計画に載らなかったとしても、男女共同参画

に効果のあるものを推進していくというお答えをさせていただいておりますので、２番の

推進状況報告である程度の報告をさせていただくということは、前向きに検討できるのか

なと思っております。 

【井上会長】  今のご説明で確認したいのは、行動計画には盛り込まれないというのは

決まっているのでしょうか。 

【事務局（松井）】  事務手続上、印刷業者の印刷期間というものがありますので、３

月中の発行となりますと、間もなく校正が終了という時期なのですね。ですから、庁内で

その文言ですとか、内容の充分な精査というのは、事実上時間がないというのが現状なん

です。そのような事務手続という答弁をさせていただきます。 

【井上会長】  そうすると、逆に言えば、ほかの部分の文章も、そのまま市の行動計画

にしてくださるということなんですか。 

【事務局（松井）】  前回の審議会で、計画案についてほぼ確定した内容をいただいて

おりますので、内容の確認というのは、同時並行で現在させていただいております。です

から、計画書の中身の文言の確認というのは、業者のほうでも私どものほうでも現在作業

を進めておりますので、その部分については、特段ご心配はないかと思います。本日から

新たな内容として市のほうで検討しろということになりますと、本日、３月７日でござい

ますので、印刷期間とかも考えますと、ちょっと事務的にも時間的にもスケジュールとし

ては間に合わないという現状です。 

【佐藤副会長】  もう既に印刷業者に発注しているということですね。 

【事務局（松井）】  もう間もなく来週をもって私どもと業者との校正確認期間が終了

するようなタイミングになっています。 

【佐藤副会長】  そうすると、資料編ももう既にできているということですね。 

【事務局（松井）】  資料編も同時並行で作業しています。当初の答申の予定が１月上

旬でしたので、その時期からあらあらの作業は進めさせていただいています。 

【佐藤副会長】  既に第３次行財政改革大綱の公契約条例の制定の実施概要の中や総合

評価方式実施ガイドラインの中にも、男女共同参画という言葉は入っているので、調整す

ることもなく、それを検討するという項目であれば、１日で入ることですよね。違います

かね。校正の段階で、一文言、行動計画の中に入れることは全然不可能ではないと思うの
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ですけれども、いかがでしょう。 

【新井委員】  そう思います。 

【加藤（由）委員】  賛成です。 

【新井委員】  入れたらいいですよ。初めから欠陥だと言われるようなものをつくって

おく必要はないです。さっきの企画財政部長のお話だけど、予算がどうとかこうとか言う

けど、別にそんなもの１週間や１０日延ばしたってどうってことない。今、佐藤副会長が

言ったように、１日でできることだったらやったらいいです。 

【企画財政部長】  そうしたら、市の方針としても２点については進めると、そういう

ふうにいきます。皆様の意思というか、考え方も確認されて、どこに入れるかとかという

のは、そんなに大きな変更というのはできないと思います。パブリックコメントで市民の

方々のご意見を聞いている段階なのですね。それを変えるとなれば、大きな変更であれ

ば、本来はさらにパブリックコメントをかけるようなこともあるのですけれども、ただ、

今回についてはそのようなものではないというふうに認識しているのですけれども、そう

いったことも考え方としてはあるんですね。どこに入れられるかも含めて、会長預かりと

いうことで、皆さんのご了承が得られれば、事務局と会長で調整していただくことでどう

でしょうか。 

【井上会長】  今、ご提案があったのですが、いかがでしょうか。計画に盛り込むとい

うことと、どこに入れるかに関しては、事務局と私で調整させていただくということで

す。 

【企画財政部長】  文字数というか、ページの関係もありますし、大きな変更というの

はなかなか難しいと思うのですけれども、ただ、皆さんの思いだとか、そういったものを

どのようにできるかも含めて、会長と事務局預かりということでいかがでしょうか。 

【井上会長】  要は１行ずつ増やす。ただ、それをどこに入れるかというところを相談

するということだと思うので、いかがでしょうか。それでよろしいでしょうか。 

【佐藤副会長】  行動計画（案）の２７ページのワーク・ライフ・バランスのところあ

たりがどうであろうかということは事前に話が出ていたこともあるので、その辺がよいか

と思うので。 

【企画財政部長】  それは後ほどご相談させていただくということでよろしいですか。 

【佐藤副会長】  私はそれでいいと思います。 

【加藤（り）委員】  今、校正を見つけてしまったのですけれども、１０ページの基本
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理念、一番下の行です。「男女共同参画社会の実現をめざして」とあるのですけれども、

基本理念に「社会」はつかないですよね。 

 それから、１１ページの下から５行目は「虐待等を含めた男女共同参画社会」、ここの

「社会」はよろしいのでしょうか。タイトルが「許さない社会づくり」となっているの

で、わざわざあえてつけているということですね。 

【事務局（松井）】  お預かりさせていただいてよろしいですか。 

【井上会長】  この部分は確認して、もしも間違っているということならば訂正すると

いうことでお願いします。 

【事務局（松井）】  １０ページの基本理念については誤植と思いますので、削除させ

ていただきます。１１ページにつきましては、審議の中で、このとおりでよろしかったと

思いますけれども、確認させていただきたいと思います。 

【井上会長】  よろしいでしょうか。それでは、行動計画（案）に要望書をつけて、市

長にお渡しするということで進めさせていただくということで、よろしくお願いいたしま

す。 

 最終確認させていただきます。要望書もここについているものを提出するということで

よろしいですか。はい、ありがとうございます。 

【事務局（松井）】  ただいまから第４次男女共同参画行動計画（案）に関する男女平

等推進審議会の答申を行います。お時間は午前１１時をめどに終了させていただきたいと

考えておりますので、ご協力のほどお願いいたします。 

 男女平等推進審議会におかれましては、平成２４年１月の諮問以降、１年を超える審議

を重ねていただきました。このたび、行動計画（案）がまとまりましたので、答申をいた

だくことになりました。 

 それでは、井上会長より稲葉市長に答申書をお渡しいただきたいと思います。 

【井上会長】  答申（案）ができましたので、お渡しします。それと、イレギュラーな

形ですが、追加項目がありますので、要望書もつけさせていただきました。どうぞよろし

くお願いします。 

【事務局（松井）】  それでは、男女平等推進審議会会長の井上惠美子様から、答申に

当たってのご挨拶をお願いいたします。 

【井上会長】  小金井市男女平等推進審議会の会長をさせていただいております井上惠

美子でございます。平成２４年１月２３日付で諮問されました第４次男女共同参画行動計
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画（案）について答申させていただきます。 

 お開きいただきますとわかりますとおり、１０ページに基本理念があります。４年間の

行動計画のポイントを「人権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする男女共同参画の

実現をめざして」といたしました。 

 今改めて人権尊重をなぜ掲げるかに関しても随分時間をかけて議論しまして、男性、女

性がともに一人ひとりの権利が尊重されながら幸せに一生を全うできるように男女平等を

進めるということと、それから、もう1つは、男女共同参画と言いますけれども、セクシ

ュアルマイノリティーの人たち、例えば性同一性障害などのような多様な性の人たちのこ

ともここには含み込みたいということも随分ご意見が出ました。その意味では、性を理由

にした差別がされない社会にするということが基本だと思っています。 

 それと、ワーク・ライフ・バランスという言葉は、就労と家庭生活とのバランスをとる

ということでよく使われていますけれども、この行動計画の中では、生まれてから亡くな

るまでの、例えば高齢者の方々のライフも含み込んでこの案はつくっております。 

 それと、１１ページに基本目標として４つを掲げました。そして、１２ページ、１３ペ

ージに、それぞれの基本目標で、何を重視するか書いてあります。 

 それと、３ページに戻っていただきたいのですけれども、男女共同参画という単語と、

男女平等という単語、いろいろなところで混在して使われておりますので、改めてどのよ

うに整理しようかということで、国の男女共同参画社会基本法とともに、小金井市の男女

平等基本条例から引用しました。改めて先達の方々が非常にすぐれた男女平等基本条例を

つくってくださったことを確認した上で、ここに掲げたわけです。 

 具体的な施策に関しては、じっくりお読みいただきたいと思いますけれども、特に長年

の懸案事項となっています男女平等推進センターなども、この４年間の間に何らかのめど

が立つようにしていただけるとありがたい、そうすれば、例えばＤＶなどのさまざまな相

談事業もやりやすくなると思いますし、市民協働も男女共同参画についての学習の保障な

ど、さまざまな点で推進センターを起点として発展していくのではないかと思っていま

す。 

 最後につけ加えさせていただきますけれども、市民の方々、それから、学識と言いなが

ら、小金井市在勤、在住の方々、この審議会の委員の人たちは本当に熱心に議論された

し、例年よりもこの行動計画をつくるのには時間が非常に短かったのですけれども、事務

局も含めて、みんなで前向きに熱い議論をして、ここまで到達できたと思っています。そ
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ういう思いも含めて、この行動計画が市の施策に活かされるのを希望しております。 

 私からは以上です。 

【事務局（松井）】  ありがとうございました。続きまして、小金井市長から、答申を

受けてのご挨拶を申し上げます。 

【小金井市長】  皆さん、おはようございます。大変お忙しい中を、多くの男女平等推

進審議会委員の方々にご出席をいただき、ただいま答申をいただきました。第４次男女共

同参画行動計画（案）については、男女平等推進審議会の井上惠美子会長からただいま答

申をいただいたわけでございます。男女平等推進審議会委員の皆様には、この１年間、計

画策定のため、１０回の会議を開催するほか、意識調査の実施や計画素案に関する市民懇

談会の開催などを通じて、小金井市の男女共同参画のあり方について、委員皆様それぞれ

のお立場で見識の深い熱心なご審議をいただいたというふうに伺っております。 

 市は本年３月中に計画を策定する予定ですが、答申の計画（案）にもあるように、男女

平等意識の普及、浸透や、ワーク・ライフ・バランスの推進、配偶者からの暴力の防止な

ど、人権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸として、平成２５年度以降、より一層、男

女共同参画の推進に努めてまいりたいと考えております。 

 井上会長を初め、委員の皆様に計画（案）の審議に関するお礼を申し上げるとともに、

委員任期満了の平成２６年１月までの間、引き続き市政へのご意見を賜りたくお願い申し

上げ、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。 

【事務局（松井）】  ありがとうございます。それでは、委員の皆様と市長との懇談の

時間をとらせていただきたいと思います。委員の方から順番にご発言いただき、懇談がで

きればと考えております。懇談につきましては、計画（案）策定のところなどについて皆

様のご感想をいただきたいと思っております。 

【佐藤副会長】  副会長をさせていただきました佐藤です。こういう答申とか行動計画

をつくるまでは非常に皆さん一生懸命でやって、私たちもいろいろ思いを込めてつくった

つもりなのですが、実際、今のシステムで言うと、行動計画をつくって、実際、施策を実

行していただくのは、まだ今の仕組みの中では、職員の方というか、施策を実施する方に

ゆだねるしかない状況で市民はいます。形はできたけれども、それに対する思いとか、同

じ一文でも推進する気持ちとか、職員の方にお願いするしかないという立場でいますの

で、職員の方が気持ちよく、なおかつ市民の意向をわかってよく理解していただいて、推

進していけるような体制がとっていっていただきたいと、市民としてはそういう願いがあ



 - 11 -

ります。市民としては、何か１つ２つの事業に関して少し協力できる程度ぐらいな立場に

しかないわけですけれども、そういう意味では、市民協働でいろいろな施策を進めていく

ということも、行動計画の中に若干入ってはいますけれども、やっぱり市民側も一緒に施

策を推進していくということで、職員の方がどうあれ、市長がどうあれ、私たちは市民と

してはその行動計画にのっとった男女平等社会に向けての推進のことを少しでもできるこ

とをしていきたいと思っておりますので、ぜひ職員の方々におかれましては、行動計画を

読み解いていただいて、ご尽力いただければというふうに思います。そういう環境をぜひ

市長、最高責任者の方ともども、そういうことをしていただければというふうに希望いた

しますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【新井委員】  新井です。今までは現役だったものですから、なかなか地元の仕事がで

きなかったのですけれども、最近は大分時間に余裕ができるようになりましたので、何か

ささやかにでも市にお役に立つことがあるかなということで、この審議会の委員をさせて

いただいています。そんなことで、まだ未熟ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 

【伊藤委員】  伊藤です。男女のジェンダーの問題というのは、以前はすごく顕在化し

ていて、わかりやすかったのですけれども、だから、制度をつくろうとか、こうしようと

か、今はジェンダーの問題が見えなくなってきて、潜在的になっているので、周りとして

もどういうふうな支援が必要か、具体的に考えにくくなっていると思うのですけれども、

実際に今、保育で子供に接していたりとか、大学で２０歳前後の人と話をしていても、や

っぱりジェンダーの問題というのが後ろにあるのですね。自分の生き方とか、職業を選ぶ

ときとかも、すごく制約を受けているというのを感じるので、潜在化したジェンダーの問

題をこれからどういうふうに環境とか、具体的な施策として立てていくかというのがすご

く大切なんだなというのを審議会で勉強させていただいて、感じたところです。 

【加藤（由）委員】  加藤由喜枝です。今期から初めて審議委員ということで参加させ

ていただきまして、この間、いろいろ勉強させていただきました。さっき佐藤副会長がお

っしゃいましたけれども、計画して、実行して、それで検証していく、これは非常に大事

だということを思いました。先ほど企画財政部長の説明の中で、私たちが質問した公契約

条例のことについては、第３次行財政改革大綱を見ましたら、２２年検討、２４年実施、

まだ制定されていないというお話を伺って、こういうふうなスケジュールかということを

改めて思いました。今回、今までここにかかわった方たちがいろいろつくり上げてきたも

のについて、すごく大事だというふうに改めて思いましたし、市のほうでも、できること
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とできないことはあるかと思いますけれども、やはり先ほど来、思いは一緒ということを

確認させていただきましたので、ぜひ実行をと思いますので、よろしくお願いします。 

【加藤（り）委員】  加藤りつ子でございます。私は３期、審議委員をやってきました

けれども、今ちょっと思っているのは、こういう形で集められた審議委員のメンバーで、

行動計画を策定、考えていくというのは、ちょっと難しいのかなという気がしているので

す。なぜかといいますと、第３次行動計画をつくられた方たちを見ていると、医師がいら

っしゃったりとか、元中学校の先生で、現場でいた方、今も校長先生がいらっしゃるけ

ど、本日も校長会でお忙しくて、お出になれない状態なのですね。だから、普通に中学校

で教鞭とられていて、退職なさった方とか、もっと審議会に出られるような方、それか

ら、以前ちょっとご指摘がありましたけれども、ここに法律関係というのも専門家はいな

いわけですけれども、それも必要で、３期のほうでは法律にかかわっていらっしゃるよう

な方もいらっしゃいますし、大学の先生でも労働問題とかを主にやっていらっしゃる方が

いて、行動計画をつくるためには、ある程度専門的な知識を持っている方が必要なのでは

ないかと今思っているんです。今回の公契約条例とか、評価システムにしたって、私なん

かははっきり言って知らなかったんですね。ただ、これに似たような話というのは審議会

でも出ていたんですね。男女共同参画に取り組んでいるような企業、それを評価したりで

きないだろうかというような話はあったんだけれども、今の時点じゃ無理よねということ

でやめてしまった。けれども、実際にはこういうことがあった。そういうことを知らない

でいてしまっていた私たちなんですね。そういう意味で、ごくごく一般市民で申しわけな

いんですけれども、行動計画を策定する委員として集めるという形もあってもいいのかな

と思います。第５次行動計画は、１０年ものか何年ものか、わからないですけれども、そ

ういう形のほうが、きめ細やかに目が行き届くのではないかなという感じが今していま

す。自分の至らなさというんですか、そういうのを今すごく感じております。そういう決

まりにはなっていないのですけれども、そういうことも考えていただけたらと思っていま

す。 

【佐野委員】  小金井青年会議所から、佐野哲也です。今回、初めて審議会の委員を仰

せつかりまして、担当していた感想でお話ししたいのですが、やはりふだんの自分の仕事

でやっていることと大分違うことをやっているということで、ふなれな点が多々ありまし

て、いろいろな方に教えていただいて、事務局も含めて本当に頑張っている審議会という

ふうに、自分のことはとりあえず置いておいて、思いました。やはりこの審議会、時間が
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ちょっと短かったので、お話を途中で終らなければいけないというようなところが多々あ

りました。これから議論が白熱していってどうなるのかなというところでとまってしまっ

たのが、そこは少し残念なところではあるのですけれども、限られた時間の中で行動計画

（案）をつくるというのは、僕らに課せられたお仕事ということで、審議会以外のところ

でもお会いしてお話をしたりということもありました。今後審議会は続くわけですけれど

も、一層努力して頑張っていきたいと思いますので、皆様、ご協力をということで、よろ

しくお願いいたします。 

【加藤（春）委員】  加藤春恵子でございます。私は関西におりましたときから、いく

つかの自治体でこういう委員をさせていただいておりますが、やはり法律の専門家がいな

いということは、国レベルで動いている骨組みの動きというものが十分にフォローし切れ

ない。それと同時に、男女共同参画室を企画政策課というところに置いていただきなが

ら、今回はいろいろ市長選等のことがあって、期間が短くなったということもあると思う

んですけれども、全体的な動き、新しい動きに対する情報提供については、問題があった

というふうに思っています。それでも企画政策課にあったということで、こういう形の決

着といいますか、訂正がなされてきたのは、さすが小金井市であるというふうに思ってお

りますけれども、十分に最新の状況、現実、そして、法の動き、骨組みの動き、そういう

ものを十分に提供されながら、委員を補強するということをもっと強く申し上げればよか

ったというふうに思っております。最初は計画策定の委員会がほかにできると考えていた

ので、そこへ意見書でも書こうかみたいな感じでスタートしかかったのですけれども、審

議会で審議を引き受けるとなったときに、やはりそういう補強をしていく、それから、庁

内もどういうことを提供しなければならないかということを十分お考えいただいて、歴史

を踏まえながら実効性のある基本計画をつくっていくということになることを十分お含み

いただいて、同時に組織改正などをお考えになるについても、今、企画政策課にあるとい

うことの意味を大切にしていっていただきたいというふうに思います。 

【井上会長】  最後、私からも１つだけお願いしたいことがあります。先ほども言いま

したように、市民の方々がとても意欲があって、そして、熱心に発言してくださって、そ

して、計画にさまざまなアイデアが盛り込まれていく、それに感心してありがたいなと思

いながら、一緒に仕事をしてきまして、それがきっと小金井市のよさなのだろうと思いま

す。さらに、今後の課題ですが、前の期の男女平等推進審議会のときだったのですが、小

金井市長期総合計画に、男女共同参画のこの審議会から、例えばこういうことを盛り込ん
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でほしいというような意見をもっと言えていいと考えたのですが、結局、市民としてしか

言えないということだったので、委員の連名でパブリックコメントに出させていただいた

のです。恐らく今回の第４次男女共同参画行動計画に関しても、子育て支援とか高齢者問

題の審議会とかのいろいろな審議会から、意見とかアイデアをいただけたら、もっと豊か

な計画づくりができたのではないかと思います。そういう意味で、市民がそれぞれに縦割

で審議会に参加しているだけではなくて、審議会間の意見の交流によって横に連携してい

けると、この市民参加の小金井市のよさというのがさらに発展できるのではないかなとい

うことを思いました。そこで要望とかがあったら、交通整理したり、盛り込んだり、取捨

選択するのは審議会の責任でやればいいわけなので、今後、ぜひ検討していただけるとい

いと思いました。 

【佐藤副会長】  資料編のことなのですけれども、答申を出すときには、資料の部分は

市でつくりますから、一切審議委員の方に見ていただかなくてもいいですみたいに言われ

て、市からの諮問は本文だけですということで、資料に関しては全く意見も、どういう状

況で出るのかもわからない状況なのですが、確かに市がつくっていただくにしても、今

度、計画冊子の後ろのページにくっつくわけだから、見たかったと思いました。全部知っ

ているわけではないですが、行動計画のつくり方によっては、資料も一緒にまとめたのを

最終的に出すというところもあるんじゃないか、少なくともこうやって、いついつやりま

したとか、名簿とかというのは、目に触れていると思うので。 

 それと、第３次行動計画の８１ページの資料編の中で、京都日向市と書いてあるのです

が、京都向日市の間違いじゃないかと思うんですね。ずっと前から気になっているんだけ

ど、こういうところは学識の先生にチェックしてもらったほうがいいかなと思うので、も

しこれを今回の資料編にも使っているんだったら、もう１回確認されたほうがいいかと思

います。 

【小金井市長】  本日、答申をいただきました。この種の答申をいただくときは、私も

嬉々として来るのですけれども、本日は大変暗い思いでお邪魔をいたしました。今朝方、

１時半ぐらいに議会が終わったわけですけれども、私の出した議案で議決をいただけなか

った唯一は、組織条例の一部改正の条例であります。私は、男女共同参画を進めるという

思いで組織改正を出しました。それで、市民協働と男女共同参画を強力に進めるというの

が私の考えでした。議会もそれは理解していたはずです。しかし、選挙が近づいてきます

と、一部の人たちの運動で議会が動いてしまうという、非常に残念な結果になったなとい
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うふうに思っております。否決したんじゃないんですね。議決しないんですね。そういう

形で、私のやる気をそがれたなという思いを持っております。 

 これまでも役所の中でも、地域においても、やはり女性を表に出していくという考え方

を持ってきました。ですから、多分、今、小金井の女性の管理職は１５％を超えるだろう

と思っています。ですから、管理職を決めるときは、まず女性で適任者がいないかから入

っていくのが私の考えでございます。従来ですと、庶務関係の仕事は大切だけど、それじ

ゃだめだということで、初めから政策にかかわるようにせいということで、役所の中も変

わってきたと思います。私が市長になる前は、部長の女性はいませんでした。今、３人お

ります。非常に頑張っております。当然であります。女性がたくさんいるわけですから、

女性の部長がいたっていいし、そのうち、副市長も女性になるだろうし、市長も女性にな

っていくだろうと、そういうふうに考えております。そういう方向で私は物事を進めてい

きたいと思っていましたけれども、今回の組織条例がなぜか議会が議決しないということ

で、非常に不満を持っております。ただ、だからといって、とめてしまうわけにはいかな

いので、現体制の中で実行していくのだろうと思っていまして、私は今回のこの条例改正

案は、嬉々として出させていただいて、温めていたものを出させていただいたのですけれ

ども、残念ながら理解をいただけなかったということで、非常につらい思いであります。 

 本日、答申をいただきました。答申をじっくり拝見させていただき、皆さんの期待にこ

たえられるように頑張ってまいりたいと思いますけれども、表の雰囲気だけで動かないで

いただいて、きちんと中身を見ていただきたいなというふうに考えております。 

 私はやる気十分でおりましたけれども、今はちょっと落ち込んでおります。ぜひいい方

向に行けるように頑張りたいと思いますので、その辺のご理解もいただきたいなというふ

うに考えております。 

【加藤（春）委員】  １つよろしいですか。今のお話を承りまして、市長のお立場は大

変よくわかるんですが、協働を推進していく部署に置くか、役所の中枢の部署に置くか、

長いこと各市で議論しながら方針をとってきて、今の形が絶対的にいいというわけではな

いのですが、根本的に私どもが市長のそういうご計画を知らないで、中枢である企画政策

課からいろいろ推進していっていただくという形をつくってしまった後でそれを聞かされ

ますと、私たちのつくったことのほとんどが実効性がなくなるというようなことになって

しまいます。三鷹市や小金井市などは、女性施策を推進する部署が企画にあり、それは必

ずしも絶対的にいいわけではないのだけれども、協働を担当する部署にあったとしても、
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どうしたら全体に影響を及ぼせるのか。女性センターでもあればまた別なんですけど、市

全体の施策にどういうふうに我々が共有している共同参画を推進したいという気持ちが実

っていくのかということを、もっと早くにこちらにも情報を流していただいて、そういう

方向ならそうなり得たときにも、この行動計画が生きるような形で議論することかできる

ように、情報提供をし合いながらやっていかないといけないと思います。市民部に置かれ

たときには、そういうことが難しくなるのではないかと先輩方は非常にご心配になりまし

て、こういう形に今なっています。私たちは、市長のお考えとは違うシステムの中で、ど

うやったら男女共同参画を進められるかということを一生懸命考えていたので、同じ小金

井にいながら、違うことを考えていたのは、大変残念なので、そういうことが起こらない

ように、情報提供し合いながらやっていければと思います。市長のお気持ちが十分に私ど

もと通じ合って、１つの小金井市の男女共同参画が成功していくように、暗いお気持ちを

ご自分の中でおさめてしまわれないで、一緒に１つの形をつくっていくという小金井市に

していっていただきたいと、ご要望を申し上げたいというふうに思います。 

【佐藤副会長】  私も別の意味で残念なのですけれども、市長が今言われた表面的なこ

とだけ見ないでとか、市議選の影響があってというとらえ方で、若干それもなくはないと

は思うんですけれども、やっぱり参加から参画まで来た、そして、協働だという、その参

画から協働までのところの道筋のことを強く説明されたら、もうちょっと理解が違ったん

じゃないかと思うんですよ。さっきも言ったように、計画はつくった。計画をつくった段

階までのことしか考えていなかったら、やっぱり施策は進まない。参画して、計画段階に

はもちろん女性の視点も入れますよ、だけど、それを協働してやっていく時代になってい

るんです。女性であったとしても、人権の視点とか、それから、マイノリティーの視点を

持っていない人の場合だったら、むしろ男性でもそういう視点を持っている人のほうが、

男女共同参画を進められるかもしれないので、それこそ、女性だからいいというような表

面的なことで見ていると、やっぱり男女共同参画は進まないと私は思うんですよ。だか

ら、次回、議会に提案されるときは、参加、参画も進みつつある、だけど、今は協働の時

代だからということを強調されて説明していただければと、私個人としては思っていま

す。 

【小金井市長】  進めているのは協働だけではないのですよ。男女共同参画もあるんで

す。ここで言ってもしようがないのですけど、私がどういう行動をとってきて、どういう

発言をしてきかというのを見てもらえばわかるし、男女共同参画に関して、止めようと
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か、後ろ向きだかという考えは全く持っていないですね。進めていこうという考え方で今

回の組織改正を提案させていただきました。佐藤副会長は私の考えはよくわかっていると

思いますよ。私は今回のこのことに関しては、非常に残念でありましてね。ただ、私が反

省しているのは、もっとＰＲしておけばよかったのかなという思いはあります。ただ、自

分の気持ちが、おれはこんなにやる気があるんだよと、どうして皆わからないんだと、そ

うではなくて、自分の気持ちをもっと伝えるべきだったなと反省をしております。ただ、

議会は議決すべきなんですよ。反対なら反対でいいんですよ。しかし今回は、継続、審議

未了、廃案みたいな話なので、私とすれば、何なんだ、イエスかノーかはっきりせいよと

いう思いがあります。残念ながら、選挙が近づいてくると、ほかからプレッシャーがかか

ると、議員の人たち、判断しなくなっちゃう場合があるので、ちょっとつらいなと。昨

日、こんなことを言うと、議会はもめただろうなと、そういう思いでありまして、うまく

使われたなという思いがあったりして。私自身は意欲を持っておりますので、ぜひ期待し

ていただきたいというふうには考えておりますけれども、もう本日は本当に暗い気持ちで

ありまして、こんなすばらしい答申をいただくのに、つらい思いで来るというのもいかが

かと思いますけれども、ちょっと反省を込めて。 

【佐野委員】  本当にお疲れさまです。青年会議所も話し合いで物事を進める団体で

す。僕も昨日、理事会の審議において、自分のところの提案したものが、やっと賛成をい

ただいて、ほっとしているところなんですけれども、もしあれが否決されていたら、僕は

今ここにいないかもしれません。本当にお疲れさまでございますということを言いたいと

ころと、あと、皆さんでお花見がしたいなと。 

 以上です。 

【新井委員】  今、市長のお話があったのは、男女共同参画室の組織改正について暗い

とか明るいとかとおっしゃったけれども、議会はどうあれ、１月２８日の審議会にいきな

り男女共同参画室を別の組織に変えるというような、市民協働と一緒にするとかというい

きなりの説明が企画財政部長からあったのですけれども、経過はどうあれ、審議会では、

ほとんど全面的に否定的な反応だったんですよ。つまり、皆さん組織変更の改悪だという

認識でいるわけですよ。ということは、今の市長の発言で、それは改善とか、はるかによ

くするというような意味で進めたつもりだということであれば、企画財政部長の説明がな

っとらんと。ご覧になったかどうかわかりませんけれども、この審議会５名から意見書と

いうのが出ているわけですけれども、なぜ組織変更するのか、意味ないじゃないか、改悪
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だというような意味のことが書いてあるわけです。にもかかわらず、市長は、これは改善

だということであれば説明が足らない。議会がどうあれ、この審議会に対しては全く説明

がなっていないということです。もしそうであれば、市長が出てきてちゃんと説明すれば

いいし、また、審議会そのものがそういうことについての権限がないなら、ないで構わな

いし、市が勝手にやるならやったらいいし、審議会に説明するのであればきちんと説明す

る、誤解を生まないようにするという必要はある。 

【小金井市長】  先ほど申し上げました、私自身、反省すべきところはそれだというふ

うに申し上げております。ただ、これが男女共同参画の後退だとか、停滞ではないのだと

いうことを伝えさせていただきたいということであります。 

【新井委員】  我々は停滞だというふうに認識したわけです。 

【小金井市長】  それが私の説明不足ということになるのだろうと思います。 

【井上会長】  今、いろいろお話を伺っていて、市長が男女共同参画施策にとても熱い

思いを持っていらっしゃることがよくわかりました。その意味で、もっとよりよくしてい

くということで、市長と一緒に議論しながら、私たちもいろいろと忌憚ない意見を申し上

げますので、その意味でぜひ今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

【事務局（松井）】  そろそろお時間ですので、これで懇談は終了させていただきたい

と思います。市長はほかの公務もございますので、ここで退席させていただきます。 

【小金井市長】  ありがとうございました。 

【井上会長】  本日すべきことは以上ですけれども、最後に、皆さんのところに審議会

委員名簿があると思います。これについて、もしも修正がありましたら、事務局へお知ら

せください。 

【佐藤副会長】  傍聴者の意見を先に見ていただいたほうがいいんじゃないですか。今

見ていただいて、会長判断で、公表したほうがよければ、公表していただく。本日やっち

ゃったほうがよいかと思いますが、それも含めて。 

【井上会長】  傍聴者の方々、急いで書いていただいていいですか。もしも取り上げな

ければいけないことがあったら、今取り上げようということです。 

【佐藤副会長】  ご意見はご意見なんですけど、ここで検討する時間はないのですが、

私の方で読ませていただきます。 

 「男女共同参画組織改正等について、市男女共同推進審議会委員５名の行動に感謝しま

す。市民は、３月の市議選の結果にかかわらず、将来にわたって小金井市の男女平等にし
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っかりとよくウオッチングいたします。公契約条約に関して、行動計画に加えることにな

り、本日の男女平等推進審議会に感謝いたします。男女平等推進審議会の重要性を市民は

認識して、さらに声援いたします。公契約条例と行動計画は、審議会開始時から関連づけ

られるべきものです。ここに問題を考えます」 

 「行動計画を策定するに当たって、コンサルタントの協力があったと思いますが、どう

いう組織なのでしょうか。予算は年度ごとに入っているのですか。コンサルタントに全幅

の信頼を寄せているのは、市庁全体で当然のことなのでしょうか」という、ご質問みたい

なことですね。 

 「組織改正についての審議会会長や副会長の３月１日付のお願いについて、組織改正に

ついて、市の説明だけで、この場で議論がされると思っていましたから、議論がされなか

ったのはおかしいと思います。公契約条例並びに入札制度に男女共同参画の視点を加味す

るという内容を必ず盛り込んでほしいと強く思います。これはできそうですね。市長は議

会で自分の出した組織改正案から選挙があるので、一部の人たちの動きで否決されるのは

納得できないと言っていたから、問題の本質を全然わかっていないとがっかりしました。

男女共同参画を市の中心の政策の部署に置くことの重要性がわかっていない。市長は反対

した人たちの意見を謙虚に耳を傾けてほしい。これは決して選挙とは関係ありません」と

いうご意見ですということを、一応報告ということで、この場では審議しなくてもいいと

いうことでよろしいでしょうか。 

【井上会長】  では、事務局からお願いいたします。 

【事務局（松井）】  今後の事務連絡でございますが、計画については今後市で最終的

な検討を行った上で策定という流れになります。印刷、製本いたしました計画書について

は、後日郵送でお送りさせていただきたいと思います。 

 次回の審議会は来年度の初夏か夏ごろになるかと思いますけれども、その際に日程の調

整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【井上会長】  それでは、忙しく、密度濃く、いろいろとありがとうございました。で

は、また夏ごろということですので、そのとき、よろしくお願いいたします。 

 本日はこれで終わります。 

― 了 ― 

 


